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補足-100-1 【工事計画認可申請における本文および添付書類の 

作成要領について】 
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要目表（配管） 兼用先一覧【女川２号機】 102/115

施設区分 系統名称 設備別記載事項
設備別記載事項（全項

目）
施設区分 系統名称 設備別記載事項

機器名称
主たる施設・設備登録区分 兼用する施設・設備登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

非常用ガス処理系フィ
ルタ装置出口配管合流
点～排気筒

原子炉格納施設

3 圧力低減設備その他
の安全設備
(7) 放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格
納容器再循環設備

ル 主配管
7.3.(7).a 非常用ガス処
理系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

原子炉冷却系統施設 5 残留熱除去設備 (8) 主配管 3.5.3 耐圧強化ベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

核燃料物質の取扱施
設及び貯蔵施設

4 使用済燃料貯蔵槽冷
却浄化設備

(8) 主配管
2.4.4 放射性物質拡散
抑制系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

個数(可搬型）
取付箇所(可搬型）

原子炉格納施設

3 圧力低減設備その他
の安全設備
(7) 放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格
納容器再循環設備

ル 主配管
7.3.(7).e 放射性物質拡
散抑制系(航空機燃料
火災への泡消火)

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

個数(可搬型）
取付箇所(可搬型）

原子炉冷却系統施設 5 残留熱除去設備 (8) 主配管
3.5.2 原子炉格納容器
フィルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

原子炉格納施設

3 圧力低減設備その他
の安全設備
(7) 放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格
納容器再循環設備

ル 主配管
7.3.(7).g 原子炉格納容
器フィルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

原子炉格納施設
3 圧力低減設備その他
の安全設備
(9) 圧力逃がし装置

ニ 主配管
7.3.(9).a 原子炉格納容
器フィルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

放水砲 原子炉格納施設

3 圧力低減設備その他
の安全設備
(7) 放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格
納容器再循環設備

ル 主配管
7.3.(7).d 放射性物質拡
散抑制系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

個数(可搬型)
取付箇所(可搬型)

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

個数(可搬型)
取付箇所(可搬型)

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

可搬型窒素ガス供給装
置接続口(屋外)～T48-
F011入口側合流点

原子炉格納施設

3 圧力低減設備その他
の安全設備
(7) 放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格
納容器再循環設備

ル　主配管
7.3.(7).f
可搬型窒素ガス供給系



要目表（配管） 兼用先一覧【女川２号機】 103/115

施設区分 系統名称 設備別記載事項
設備別記載事項（全項

目）
施設区分 系統名称 設備別記載事項

機器名称
主たる施設・設備登録区分 兼用する施設・設備登録区分

設備区分／機器区分 設備区分／機器区分

原子炉冷却系統施設 5 残留熱除去設備 (8) 主配管
3.5.2 原子炉格納容器
フィルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

原子炉格納施設

3 圧力低減設備その他
の安全設備
(7) 放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格
納容器再循環設備

ル 主配管
7.3.(7).g 原子炉格納容
器フィルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

原子炉格納施設
3 圧力低減設備その他
の安全設備
(9) 圧力逃がし装置

ニ 主配管
7.3.(9).a 原子炉格納容
器フィルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

原子炉冷却系統施設 5 残留熱除去設備 (8) 主配管
3.5.2 原子炉格納容器
フィルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

原子炉格納施設

3 圧力低減設備その他
の安全設備
(7) 放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格
納容器再循環設備

ル 主配管
7.3.(7).g 原子炉格納容
器フィルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

原子炉格納施設
3 圧力低減設備その他
の安全設備
(9) 圧力逃がし装置

ニ 主配管
7.3.(9).a 原子炉格納容
器フィルタベント系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

可搬型窒素ガス供給装
置接続口(屋内)～ドライ
ウェル窒素供給配管合
流点

原子炉格納施設

3 圧力低減設備その他
の安全設備
(7) 放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格
納容器再循環設備

ル　主配管
7.3.(7).f
可搬型窒素ガス供給系

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

名称
最高使用圧力
最高使用温度
外径
厚さ
材料

ドライウェル窒素供給配
管分岐点2～原子炉格
納容器配管貫通部(X-
281)

原子炉格納施設

3 圧力低減設備その他
の安全設備
(7) 放射性物質濃度制
御設備及び可燃性ガス
濃度制御設備並びに格
納容器再循環設備

ル　主配管
7.3.(7).f
可搬型窒素ガス供給系
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6-別紙 2 

 

発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書の作成要領 

 

1. 概要 

本資料は，工事計画認可申請書（以下｢設計及び工事の計画｣という。）に添付書類として

要求される「発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書」(以下「説明書」とい

う。)の作成にあたっての作成要領を示す。 

 

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が設置変更許可申請書の基本方針に従った詳細設計であることを，

設置変更許可申請書との整合性により説明する。 

設置変更許可申請書との整合性は，設置変更許可申請書「本文（五号）」と設計及び工事

の計画のうち「基本設計方針」および「機器等の仕様に関する記載事項」（以下「要目表」

という。）について説明するとともに，設置変更許可申請書「本文（十号）」に記載する解

析条件についても整合性を説明する。また，設置変更許可申請書「添付書類八」のうち設

置変更許可申請書「本文（五号）」に係る設備設計を記載している箇所については，設置変

更許可申請書「本文（五号）」の関連情報として記載する。 

加えて，設置変更許可申請書「本文（十一号）」と設計及び工事の計画のうち「設計及び

工事に係る品質マネジメントシステム」についても整合性を説明する。 

（記載例①参照） 

本資料は，本工事計画の申請範囲に対する許可との整合性を示す説明書であるため,申

請範囲外に関する設計及び工事の計画は記載しない。 

 

3. 説明書の構成 

(1) 説明書の構成は，下記のとおり。 

・表紙 

・目次 

・概要 

・基本方針 

・説明書の構成 

・発電用原子炉の設置の許可との整合性 
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(2) 「発電用原子炉の設置の許可との整合性」内の文章構成は設置変更許可申請書「本文

（五号）」，「本文（十一号）」に記載された順とする。 

（記載例②参照） 

また，様式は比較表形式とし，設置変更許可申請書「本文（五号）」に関する説明書に

おいては，左欄から「設置変更許可申請書「本文（五号）」」，「設置変更許可申請書「添

付書類八」該当事項」，「設計及び工事の計画 該当事項」，「整合性」および「備考」を

記載する。なお，設置変更許可申請書「本文（十号）」については，設置変更許可申請書

「本文（五号）」内の該当箇所に挿入する。 

設置変更許可申請書「本文（十一号）」に関する説明書においては，左欄から「設置変

更許可申請書「本文（十一号）」」，「設計及び工事の計画 該当事項」，「整合性」および

「備考」を記載する。 

（記載例③参照） 

 

(3) 「設計及び工事の計画」に基本設計方針を記載する場合は，施設区分，番号および表

題を記載し，「基本設計方針」であることも記載する。 

さらに，「基本設計方針」が共通項目の場合にはその旨も記載する。 

（記載例④参照） 

また，要目表を記載する場合は，施設区分を記載し，「要目表」であることも記載する。 

（記載例⑤参照） 

 

(4) 設置変更許可申請書と設計及び工事の計画との整合性確認については，設置変更許可

申請書「本文（五号）」，「本文（十一号）」と同等の「設計及び工事の計画」の記載箇所

に実線のアンダーラインを引く。 

（記載例⑥参照） 

また，記載が異なる箇所には破線のアンダーラインを引き，「設計及び工事の計画」が

設置変更許可申請書「本文（五号）」，「本文（十一号）」と整合していることを「整合性」

欄に記載する。 

（記載例⑦参照） 

整合性の結果については，設置変更許可申請書「本文」の各項目（イ，ロ，ハ，・・・）

の冒頭に整合結果を総括して記載する。 

設置変更許可申請書「本文（十号）」との整合性に関する補足説明は一重枠囲みによ

り記載する。 

（記載例⑧a参照） 

また，「本文（五号）」，「本文（十一号）」との整合性に関する補足説明は原則とし

て「整合性」欄に記載するが，欄外に記載する場合は別途，二重枠囲みにより記載する。 

（記載例⑧b参照） 
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なお，整合性を説明する記載の例は表 1のとおり。 

 

(5) 設備の兼用について整合性を説明する場合，設計及び工事の計画の欄には兼用してい

る設備の主登録先の要目表等を記載し，設置変更許可申請書の兼用記載との整合性を示

す。 

（記載例⑨参照） 

(6) その他 

・「基本設計方針」または設置変更許可申請書「添付書類八」の段落の一部を抜粋する

場合，「中略」と記載して抜粋であることを明示する。 

（記載例⑩参照） 

・説明書中のほかの箇所を指す場合は，設置変更許可申請書「本文」の項目をアドレ

スとして表示する。（例：設置変更許可申請書(本文)「ニ(3)(ⅱ) 使用済燃料プー

ルの冷却等のための設備」に示す。） 

（記載例⑪参照） 

・整合性を説明するために，記載箇所を明示する必要がある場合または同じ段落に複

数の説明箇所がある場合には，該当箇所に番号を付記する。（例：ロ－①） 

（記載例⑫参照） 

 

・設置変更許可申請書「添付書類八」については，上記(4)において設計及び工事の計

画にアンダーラインを引いた箇所について，同等の記載箇所には実線，記載が異な

る箇所には破線のアンダーラインを引いて明示する。 

（記載例⑬参照） 
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表 1 整合性の記載パターン（例） 

 

  

ケース 記載例 

各項の整合性結果 

（記載例⑭参照） 

設置変更許可申請書（本文）第五号○項にお

いて，設計及び工事の計画の内容は，以下の

とおり整合している。 

設計及び工事の計画の記載が設置変更許可

申請書（本文）の記載と同義〔同一設備ま

たは含む〕記載となっている場合 

（記載例⑮参照） 

設計及び工事の計画の「○○」は，〔必要に

応じ理由を記載〕設置変更許可申請書（本

文）の「△△」〔の内容，の区分〕と同義〔同

一設備〕であり〔を含んでおり，記載してお

り〕整合している。 

設置変更許可申請書（本文）の記載を設計

及び工事の計画では具体的に〔詳細に〕記

載している場合 

（記載例⑯参照） 

設計及び工事の計画の「○○」は，〔必要に

応じ理由を記載〕設置変更許可申請書（本

文）の「△△」を具体的に〔詳細に〕記載し

ており整合している。 

同一機器（○○）で設備（系統）区分が設

計及び工事の計画（設備名）と設置変更許

可申請書（本文）（設備名）で異なる場合 

（記載例⑨参照） 

「○○」は，設置変更許可申請書（本文）に

おける「設備名」を設計及び工事の計画の

（主たる登録として）「施設名」のうち「設

備名」に整理しており整合している。 

設置変更許可申請書（本文）との整合性を

別の箇所で説明する場合 

（記載例⑰参照） 

設置変更許可申請書（本文）「□ □ ◇ ◇ 

◇ 」に示す。 

今回の設計及び工事の計画の対象外の事項 

（記載例⑱参照） 

設置変更許可申請書（本文）において許可を

受けた「○○」は，本工事計画の対象外であ

る。 

設置変更許可申請書（本文）で詳細設計を

不要としている事項 

（記載例⑲参照） 

設置変更許可申請書（本文）で設計上の考慮

は不要としている。 

単位等が異なるため，記載する数値（寸法，

圧力等）が異なる場合 

（計算式，単位換算等にて整合性を示す。） 

外径＝内径＋板厚×2 

○ ○ MPa＝ △ △ kg/cm2G 

運用のため保安規定で対応する事項 設置変更許可申請書（本文）の「〇〇」は，

保安規定にて対応する。 
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4. 添付 

 

添付：発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（五号）」との整合性（例） 

 

以上 
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添付 

 

 

 

発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（五号）」との整合性 

（例） 

 

目 次 

 

頁 

1. 概要  ································································ ○ 

2. 基本方針  ···························································· ○ 

3. 説明書の構成  ························································ ○ 

4. 発電用原子炉の設置の許可との整合性  ··································· ○ 

 五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

  イ 発電用原子炉施設の位置 

   (1) 敷地の面積及び形状  ············································· ｲｰ 1 

   (2) 敷地内における主要な発電用原子炉施設の位置  ····················· ｲｰ○ 

 

 

記載例② 

設置変更許可申請書の本文五号の順番に記載する。 

 

  ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

   (1) 耐震構造 ······················································· ﾛｰ 1 

    (ⅰ) 設計基準対象施設の耐震設計 

    (ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計 

   (2) 耐津波構造  ····················································· ﾛｰ○ 

    (ⅰ) 設計基準対処施設の耐津波設計 

    (ⅱ) 重大事故等対処施設の耐津波設計 

   (3) その他の主要な構造  ············································· ﾛｰ○ 

    (ⅰ) ａ．設計基準対象施設 

       ｂ．重大事故等対処施設 
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  ハ 原子炉本体の構造及び設備 

   (1) 発電用原子炉の炉心  ············································· ﾊｰ 1 

    (ⅰ) 構造 

    (ⅱ) 燃料体の最大挿入量 

    (ⅲ) 主要な核的制限値 

    (ⅳ) 主要な熱的制限値 

   (2) 燃料体  ························································ ﾊｰ○ 

    (ⅰ) 燃料材の種類 

    (ⅱ) 燃料被覆材の種類 

    (ⅲ) 燃料要素の構造 

    (ⅳ) 燃料集合体の構造 

    (ⅴ) 最高燃焼度 

   (3) 減速材及び反射材の種類  ········································· ﾊｰ○ 

   (4) 原子炉容器  ····················································· ﾊｰ○ 

    (ⅰ) 構造 

    (ⅱ) 最高使用圧力及び最高使用温度 

   (5) 放射線遮蔽体の構造  ············································· ﾊｰ○ 

   (6) その他の主要な事項  ············································· ﾊｰ○ 

 

  ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 

   (1) 核燃料物質取扱設備の構造  ······································· ﾆ-1 

   (2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力  ··························· ﾆ-○ 

    (ⅰ) 新燃料貯蔵庫 

    (ⅱ) 使用済燃料貯蔵設備 

   (3) 核燃料物質貯蔵用冷却設備の構造及び冷却能力  ····················· ﾆ-○ 

    (ⅰ) 燃料プール冷却浄化系 

    (ⅱ) 使用済燃料プールの冷却等のための設備 
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  ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

   (1) 一次冷却材設備  ················································· ﾎ-1 

    (ⅰ) 冷却材の種類 

    (ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造 

    (ⅲ) 冷却材の温度及び圧力 

   (2) 二次冷却設備  ··················································· ﾎ-○ 

   (3) 非常用冷却設備  ················································· ﾎ-○ 

    (ⅰ) 冷却材の種類 

    (ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造 

      ａ．非常用炉心冷却系 

      ｂ．重大事故等対処設備 

   (4) その他の主要な事項  ············································· ﾎ-○ 

    (ⅰ) 残留熱除去系 

    (ⅱ) 原子炉隔離時冷却系 

    (ⅲ) 原子炉冷却材浄化系 

    (Ⅳ) 原子炉補機冷却系 

    (ⅴ) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

    (ⅵ) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
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  へ 計測制御系統施設の構造及び設備 

   (1) 計装  ·························································· ﾍ-1 

    (ⅰ) 核計装の種類 

    (ⅱ) その他の主要な計装の種類 

   (2) 安全保護回路  ··················································· ﾍ-○ 

    (ⅰ) 原子炉停止回路の種類 

    (ⅱ) その他の主要な安全保護回路の種類 

   (3) 制御設備 ······················································· ﾍ-○ 

    (ⅰ) 制御材の個数及び構造 

    (ⅱ) 制御材駆動設備の個数及び構造 

    (ⅲ) 反応度制御能力 

   (4） 非常用制御設備  ················································ ﾍ-○ 

    (ⅰ) 制御材の個数及び構造 

    (ⅱ) 主要な機器の個数及び構造 

    (ⅲ) 反応度制御能力 

   （５） その他の主要な事項  ·········································· ﾍ-○ 

    (ⅰ) 制御棒引抜阻止回路 

    (ⅱ) 警報回路 

    (ⅲ) 制御棒価値ミニマイザ 

    (ⅳ) 原子炉再循環流量制御系 

    (ⅴ) 圧力制御装置 

    (ⅵ) 中央制御室 

    (ⅶ) 原子炉給水制御系 

    (ⅷ) 選択制御棒挿入機構 

    (ⅸ) 原子炉冷却材再循環ポンプトリップ機能 

    (ⅹ) 計装用圧縮空気系 

    (ⅹⅰ) 所内用圧縮空気系 

    (ⅹⅱ) 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

    (ⅹⅲ) 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 
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  ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

   (1) 気体廃棄物の廃棄施設  ··········································· ﾄｰ 1 

    (ⅰ) 構造 

    (ⅱ) 廃棄物の処理能力 

    (ⅲ) 排気口の位置 

   (2) 液体廃棄物の廃棄設備  ··········································· ﾄｰ○ 

   (ⅰ) 構造 

   (ⅱ) 廃棄物の処理能力 

   (ⅲ) 排水口の位置 

   (3) 固体廃棄物の廃棄設備  ··········································· ﾄｰ○ 

   (ⅰ) 構造 

   (ⅱ) 廃棄物の処理能力 

 

  チ 放射線管理施設の構造及び設備 

   (1) 屋内管理用の主要な設備の種類  ··································· ﾁｰ 1 

    (ⅰ) 出入管理関係設備（１号及び２号炉共用，一部既設） 

    (ⅱ) 試料分析関係設備（１号及び２号炉共用，一部既設） 

    (ⅲ) 放射線監視設備 

    (ⅳ) 個人管理用測定設備及び測定機器（１号及び２号炉共用，一部既設） 

    (ⅴ) 遮蔽設備 

    (ⅵ) 換気空調設備 

   (2) 屋外管理用の主要な設備の種類  ··································· ﾁｰ○ 

 

  リ 原子炉格納施設の構造及び設備 

   (1) 原子炉格納容器の構造  ··········································· ﾘｰ 1 

   (2) 原子炉格納容器の設計圧力及び設計温度並びに漏えい率  ············· ﾘｰ○ 

   (3) 非常用格納容器保護設備の構造  ··································· ﾘｰ○ 

    (ⅰ) 設計基準対象施設 

    (ⅱ) 重大事故等対処設備 

   (4) その他の主要な事項  ············································· ﾘｰ○ 

    (ⅰ) 原子炉建屋原子炉棟 

    (ⅱ) 非常用ガス処理系 

    (ⅲ) 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 
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  ヌ．その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備 

   (1) 常用電源設備の構造  ············································· ﾇｰ 1 

    (ⅰ) 発電機 

    (ⅱ) 外部電源系 

    (ⅲ) 変圧器 

   (2) 非常用電源設備の構造  ··········································· ﾇｰ○ 

    (ⅰ) 外部電源系 

    (ⅱ) 非常用ディーゼル発電機 

    (ⅲ) 蓄電池 

    (ⅳ) 代替電源設備 

   (3) その他の主要な事項  ············································· ﾇｰ○ 

    (ⅰ) 火災防護設備 

    (ⅱ) 浸水防護設備 

    (ⅲ) 補助ボイラー（１号及び２号炉共用，既設） 

    (ⅳ) 補機駆動用燃料設備 

    (ⅴ) 非常用取水設備 

    (ⅵ) 緊急時対策所 

    (ⅶ) 通信連絡設備 

    (ⅷ) 復水貯蔵タンク 
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1． 概要 

本資料は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」

という。）第43条の3の8第1項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であるこ

とが，法第43条の3の9第3項第1号で認可基準として規定されており，当該基準に適合す

ることを説明するものである。 

 

2． 基本方針 

設計及び工事の計画が女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（以下「設

置変更許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを，設置変更許

可申請書との整合性により示す。 

設置変更許可申請書との整合性は，設置変更許可申請書「本文（五号）」と設計及び工

事の計画のうち「基本設計方針」および「機器等の仕様に関する記載事項」（以下「要目

表」という。）について示すとともに，設置変更許可申請書「本文（十号）」に記載する

解析条件についても整合性を示す。 

また，設置変更許可申請書「添付書類八」のうち設置変更許可申請書「本文（五号）」

に係る設備設計を記載している箇所については，設置変更許可申請書「本文（五号）」の

関連情報として記載する。 

なお，設置変更許可申請書の基本方針に記載がなく，設計及び工事の計画において詳

細設計を行う場合は，設置変更許可申請書に抵触するものでないため，本資料には記載

しない。 

 

3． 説明書の構成 

(1) 説明書の構成は比較表形式とし，左欄から「設置変更許可申請書（本文）」，「設置

変更許可申請書（添付書類八）」，「設計及び工事の計画」，「整合性」および「備考」

を記載する。 

(2) 説明書の記載順は，設置変更許可申請書「本文（五号）」に記載する順とする。 

なお，「本文（十号）」については，「本文（五号）」内の該当箇所に挿入する。 

(3) 設置変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には，実線のアンダ

ーラインで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに，

設計及び工事の計画が設置変更許可申請書と整合していることを明示する。 

(4) 設置変更許可申請書「本文（十号）」との整合性に関する補足説明は一重枠囲みによ

り記載する。 

設置変更許可申請書「本文（五号）」との整合性に関する補足説明は原則として「整

合性」欄に記載するが，欄内に記載しきれないものについては別途，二重枠囲みにより

記載する。 

(5) 設置変更許可申請書「添付書類八」については，上記(3)において設計及び工事の計
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画にアンダーラインを引いた箇所について，同等の記載箇所には実線，記載が異なる箇

所には破線のアンダーラインを引いて明示する。 
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4． 発電用原子炉の設置の許可との整合性 
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設置変更許可申請書「本文（五号）」 設置変更許可申請書「添付書類八」該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

イ 発電用原子炉施設の位置 

 

 

 

 

(1) 敷地の面積及び形状 

発電用原子炉施設を設置する敷地は，宮城県牡鹿半島の

ほぼ中央東部に位置し，北東側は太平洋に面しており，三

方を山に囲まれた山地と狭小な平地からなっている。 

敷地内の地質は，中生界ジュラ系及びそれを不整合で覆

う第四系からなる。 

敷地の形状は海岸線に直径を持つほぼ半円形であり，敷

地全体の広さは約 173 万 m2である。 

敷地の整地面は，O.P.＋14.8m とする。ただし，O.P.は

女川原子力発電所工事用基準面であり，東京湾平均海面

（T.P.）－0.74m である。 

 

 

 

 

地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能

の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特

に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。）は，その供

用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基

準地震動Ｓｓ」という。）による地震力が作用した場合に

おいても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設

置する。 

 

 

 

 

 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用

することによって弱面上のずれが発生しないｲ(1)-①こと

を含め，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する支持性能を

有する地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.4.1.1 設計基準対象施設の耐震設計の基本方針 

 

 

(3) 建物・構築物については，耐震重要度分類の各クラ

スに応じて算定する地震力が作用した場合においても，

接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針）「共通項目」 

1. 地盤等 

1.1 地盤 

設計基準対象施設のうち，地震の発生によって生じるおそ

れがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆

への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」と

いう。）の建物・構築物，屋外重要土木構造物，津波防護施

設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設

置された建物・構築物について，若しくは，重大事故等対処

施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事

故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については，自

重や運転時の荷重等に加え，その供用中に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。）

による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十

分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用す

ることによって弱面上のずれが発生しないｲ(1)-①地盤と

して，設置（変更）許可を受けた地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文）第五号イ項におい

て，設計及び工事の計画

の内容は，以下のとおり

整合している。 

 

設置変更許可申請書（本

文）において許可を受け

た「敷地の面積及び形

状」は，本工事計画の対

象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ｲ(1)-①は，当該要求事

項が設置変更許可を受

けた地盤に設置するこ

とを記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 

 

 
記載例⑭ 

各項毎に，項の冒頭に整合結果を統括

して記載する。 

記載例⑱ 

今回の設計及び工事の計画の

対象外の事項である場合 

記載例④ 

設計及び工事の計画の該当箇所が記載されてい

る施設区分を記載する。 

記載例① 

本文五号の設備設計に該当す

る添付書類八を記載する。 

記載例② 

設置変更許可申請書の本文五

号の順番に記載する。 

記載例④ 

設計及び工事の計画の該当箇所が基本設計方針

の場合には「（基本設計方針）」と記載する。 

記載例④ 

基本設計方針の該当番号及び表題を記載する。 

記載例⑬ 

「設計及び工事の計画」と同等の設置変更許

可申請書「添付書類八」の記載箇所に実線の

アンダーライン，異なる箇所に破線のアンダ

ーラインを引く。 

記載例⑥ 

設置変更許可申請書「本文（五号）」と同等

の「設計及び工事の計画」の記載箇所に実線

のアンダーラインを引く。 
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設置変更許可申請書「本文（五号）」 設置変更許可申請書「添付書類八」該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

 

 

 

ｂ．格納容器スプレイ冷却系 

 

原子炉冷却材喪失事故時に，サプレッションチェンバ内

のプール水をﾘ(3)(ⅰ)b.-①残留熱除去系熱交換器で冷却

し，ドライウェル及びサプレッションチェンバ内にスプ

レイすることによってﾘ(3)(ⅰ)b.-②原子炉格納容器内

の温度及び圧力を低下させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1.4.1.3 格納容器スプレイ冷却系 

 

格納容器スプレイ冷却系は，原子炉冷却材喪失事故後，

サプレッションチェンバ内のプール水をドライウェル内

及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることによ

って，原子炉格納容器内の温度，圧力を低減し，原子炉格

納容器内に浮遊している放射性物質が漏えいするのを抑

えるものである。ドライウェル内にスプレイされた水は，

水位がベント管口に達した後はベント管を通って，サプレ

ッションチェンバ内にもどり，サプレッションチェンバ内

にスプレイされた水とともに残留熱除去系の熱交換器で

冷却されたのち，再びスプレイされる。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針）「共通項目」 

 

 

4.1.3 格納容器スプレイ冷却モード 

(1) 系統構成 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障

の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇によ

り原子炉格納容器の安全性を損なうことを防止するため，ﾘ

(3)(ⅰ)b.-①原子炉格納容器内において発生した熱を除去

する設備として，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）を設ける。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，冷却材

喪失事故時に，サプレッションチェンバのプール水をドライ

ウェル内及びサプレッションチェンバ内にスプレイするこ

とにより，環境に放出される放射性物質の濃度を減少させる

設計とする。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，原子炉

冷却材圧力バウンダリ配管の最も過酷な破断を想定した場

合でも，放出されるエネルギによる設計基準事故時のﾘ

(3)(ⅰ)b.-②原子炉格納容器内圧力，温度が最高使用圧力，

最高使用温度を超えないようにし，かつ，原子炉格納容器の

内圧を速やかに下げて低く維持することにより，放射性物質

の外部への漏えいを少なくする設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ﾘ(3)(ⅰ)b.-①は，設置

変更許可申請書（本文）

の ﾘ (3)(ⅰ)b.-① と同

義であり整合している。 

 

設計及び工事の計画の

ﾘ(3)(ⅰ)b.-②は，設置

変更許可申請書（本文）

の ﾘ (3)(ⅰ)b.-② を具

体的に記載しており整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例⑫ 

整合性を説明するために記載箇所を明示する必

要がある場合には番号を付記する。 

記載例⑯ 

設計及び工事の計画が設置変更

許可申請書の記載を具体的に記

載している場合 

記載例⑦ 

記載が異なる箇所には破線のアンダーラインを

引き，「設計及び工事の計画」が設置変更許可申

請書「本文（五号）」と整合していることを「整

合性」欄に記載する。 

記載例⑩ 

段落の一部記載を抜粋する場合，

＜中略＞と記載する。 

記載例⑮ 

設計及び工事の計画が設置変更許可申請書

の記載と異なるが，同義である場合 
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設置変更許可申請書「本文（五号）」 設置変更許可申請書「添付書類八」該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

高圧代替注水系 

ﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑦高圧代替注水系ポンプ 

ﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑧（「リ(3)(ⅱ)ｃ．原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための設備」と兼用） 

台数 １ 

容量 約 90.8m3/h 

全揚程 約 882m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.4－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備の主要機器仕様 

(1) 高圧代替注水系 

ａ．高圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台数 １ 

容量 約 90.8m3／h 

全揚程 約 882m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例③ 

本文十号については，「本文五号」に該当する箇

所に挿入する。 

記載例⑤ 

工事の計画の該当箇所が要目表の

場合には「（要目表）」と記載する。 

記載例⑤ 

設計及び工事の計画の該当箇所が記載

されている施設区分を記載する。 

記載例⑧a 

設置変更許可申請書「本文（十号）」との整合性に関

する補足説明は一重枠囲みにより記載する。 整合性 

・設計及び工事の計画のﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑦は，設置変更許可申請書（本文）のﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑦と

同一設備であり整合している。 

・「高圧代替注水系タービンポンプ」は，設置変更許可申請書（本文）におけるﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑧

を設計及び工事の計画の主たる登録先として「原子炉冷却系統施設」のうち「非常用炉心冷却設

備その他原子炉注水設備」に整理し，設計及び工事の計画のﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑧は，設置変更許可

申請書（本文）のﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑧と同義であり整合している。 

記載例⑨ 

同一機器で設備（系統）区分が設計及び

工事の計画と設置変更許可申請書（本

文）で異なる場合 

記載例⑧b 

設置変更許可申請書「本文（五号）」との整合性に関

する説明を整合性の欄外に記載する場合は，二重枠

囲みにより記載する。 

・設置変更許可申請書（本文十号）で使用している高圧

代替注水系の注水流量は，設計及び工事の計画で使用

している高圧代替注水系タービンポンプの容量と整合

しており，設置変更許可申請書（本文十号）で使用して

いる解析条件に包絡されている。 

（本文十号） 

高圧代替注水系流量 90.8m3/h 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-2)(c-2-5) 

ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-3)(c-3-5) 

ﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑧ 

ﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑧ 

ﾎ(3)(ⅱ)b.(a)-⑦ 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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設置変更許可申請書「本文（五号）」 設置変更許可申請書「添付書類八」該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(n) 使用済燃料プールの冷却等のための設備 

 

 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因によ

り当該使用済燃料プールの水位が低下した場合において

使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要

因により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合

において，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進

行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。 

 

 

 

 

(o) 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備 

 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用

済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合に

おいて，発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために

必要な重大事故等対処設備を保管する。 

 

 

 

 

(p) 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保す

ることに加えて，発電用原子炉施設には，設計基準事故対

処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 使用済燃料プールの冷却等のための設備 

4.3.1 概要 

 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因によ

り当該使用済燃料プールの水位が低下した場合において

使用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要

因により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合

において，使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進

行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

 

 

 

9.7 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備） 

9.7.1 概要 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用

済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合に

おいて，発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために

必要な重大事故等対処設備を保管する。 

＜中略＞ 

 

 

 

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

5.7.1 概要 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保す

ることに加えて，発電用原子炉施設には，設計基準事故対

処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文）「ニ(3)(ⅱ) 使用済

燃料プールの冷却等の

ための設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文）「リ(3)(ⅱ)e. 発電

所外への放射性物質の

拡散を抑制するための

設備」に示す。 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文）「ホ(4)(ⅵ) 重大事

故等の収束に必要とな

る水の供給設備」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例⑪ 

説明書中の他の箇所を指す場合

は，設置変更許可申請書「本文」

の項目をアドレスとして表示す

る。 

記載例⑰ 

設置変更許可申請書（本文）と

の整合性を別の箇所で説明する

場合 
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設置変更許可申請書「本文（五号）」 設置変更許可申請書「添付書類八」該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整 合 性 備 考 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本発電用原子炉施設は，(1) 耐震構造，(2) 耐津

波構造に加え，以下の基本的方針のもとに安全設計を行

う。 

ａ．設計基準対象施設 

(a) 外部からの衝撃による損傷の防止 

ﾛ(3)(ⅰ)a.(a)-①安全施設は，発電所敷地で想定される

洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮の自然

現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに遭遇した

場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及び

その結果として施設で生じ得る環境条件においてもﾛ

(3)(ⅰ)a.(a)-②安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水及

び地滑りについては，立地的要因により設計上考慮する必

要はない。 

 

 

 

 

1.1 安全設計の方針 

1.1.1 安全設計の基本方針 

1.1.1.4 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

 

 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）については，網羅的に抽出するために，発電所敷地

及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき事象を収集し，洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物

学的事象，森林火災等を考慮する。また，これらの自然現

象について関連して発生する自然現象も含める。 

これらの事象について，海外の評価基準を考慮の上，発

電所及びその周辺での発生の可能性，安全施設への影響

度，発電所敷地及びその周辺に到達するまでの時間余裕及

び影響の包絡性の観点から，発電用原子炉施設に影響を与

えるおそれがある事象として，洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

安全施設は，これらの自然現象（地震及び津波を除く。）

又はその組合せに遭遇した場合において，自然現象そのも

のがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得

る環境条件においても，安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

なお，発電所敷地で想定される自然現象のうち，洪水及

び地滑りについては，立地的要因により設計上考慮する必

要はない。 

 

 

 

 

【原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）】 

（基本設計方針）「共通項目」 

2. 自然事象 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

 

ﾛ(3)(ⅰ)a.(a)-①設計基準対象施設は，外部からの衝撃

のうち自然現象による損傷の防止において，発電所敷地で想

定される風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象及び森林火災の自然現象（地震及び津

波を除く。）又は地震及び津波を含む自然現象の組合せに遭

遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件

及びその結果として施設で生じ得る環境条件において，ﾛ

(3)(ⅰ)a.(a)-②その安全性を損なうおそれがある場合は，

防護措置，基礎地盤の改良その他，供用中における運転管理

等の運用上の適切な措置を講じる。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 外部からの衝撃より防護すべき施設 

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を

損なうことがないよう，外部からの衝撃より防護すべき施設

は，設計基準対象施設のうち，ﾛ(3)(ⅰ)a.(a)-③「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

で規定されているクラス 1，クラス 2，安全評価上その機能

に期待するクラス 3に属する構築物，系統及び機器並びにそ

れらを内包する建屋（以下「外部事象防護対象施設」という。）

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の

ﾛ(3)(ⅰ)a.(a)-①の

「設計基準対象施設」

は，設置変更許可申請書

（本文）のﾛ(3)(ⅰ)a.

(a)-①の「安全施設」を

含んでおり整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画の

ﾛ(3)(ⅰ)a.(a)-②は，

設置変更許可申請書（本

文）のﾛ(3)(ⅰ)a.(a)-

②を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本

文）で設計上の考慮を不

要としている。 

 

 

設計及び工事の計画の

ﾛ(3)(ⅰ)a.(a)-③の

「外部事象防護対象施

設」及びﾛ(3)(ⅰ)a.(a)

-③-1 の「上記以外の設

計基準対象施設」は，設

置変更許可申請書（本

文）のﾛ(3)(ⅰ)a.(a)-

①の「安全施設」を示し

ている。 

 

記載例⑲ 

設置変更許可申請書（本文）で

詳細設計を不要としている事項

の場合 
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